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【はじめに】 

2025 年 10 月 2 日に新たに制定された投資省規則第 5 号／2025 年（PerMen 5/2025）に基づき、インドネ

シアにおける外国投資会社（PT PMA）の最低資本金要件に関する重要な更新がありました。 

規則第 26 条第 10 項によれば、PMA の最低払込資本および株式引受資本は、特別な法律および規則によって

別途定められていない限り、1 社当たり IDR 2,500,000,000（25 億ルピア）に設定されています。 

これは従来の資本金要件からの変更を示すものであり、今後は、他の現行規則で異なる規定がある場合を除

き、最低限の資本金は 25 億ルピアとなります。 

今回は、新規則に基づく PT PMA の要件とルールについて解説します。 

 

外資企業の最低資本金の要件 

投資省規則第 5 号／2025 年（PerMen 5/2025）に基づき、PT PMA（外資企業）は以下の 2 つの要件を満

たす必要がある。 

・会社レベル：払込資本金 25 億ルピア「約 0.25 億円」以上 

PT PMA は、会社単位では払込資本金 25 億ルピア以上（会社単位・一回限り）を備える必要がある。資本は

原則として払込後 12 か月間は法人口座から移動できず、PB 申請時に自己宣誓（pernyataan mandiri）によ

ってその保持を誓約する。違反した場合は行政制裁の対象となる。 

・プロジェクトレベル：土地・建物を除く総投資額 100 億ルピア「約１億円」超 

プロジェクト単位では、土地・建物を除く総投資額が 100 億ルピアを超えることが原則となる。この判定は、

KBLI（通常 5 桁）コード×プロジェクト所在地（lokasi proyek）ごとに行われる。 

 

この新規則より、従前の「土地・建物を除く 100 億ルピア以上」の設立要件が見直され、外資企業によるイ

ンドネシアへの直接投資手続きがより明確かつ簡素化された。これにより、投資環境の柔軟性と予見可能性

の向上が期待されている。 

 

 

プロジェクト判定の基本ルール 

 原則（デフォルト） 

KBLI5 桁 × プロジェクト所在地ごとに、土地・建物を除く 100 億ルピア超の投資が必要 
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 例外（特則：計上単位の変更） 

以下の事業分野では判定単位が変更される。（いずれも土地・建物は除外） 

 卸売業：KBLI4 桁 × lokasi proyek 

 飲食サービス業：KBLI2 桁 × 1 つの「titik lokasi」（titik lokasi＝各県／市（kabupaten/kota）） 

 建設サービス業：KBLI4 桁 × lokasi proyek 

 単一生産ラインで複数製品を製造する製造業：生産ライン単位で 100 億ルピア 1 枠 

 

 土地・建物の計上可否 

原則として除外されるが、不動産、宿泊、農業、プランテーション、畜産、水産養殖などについて、既

定の類型に限り計上が認められる。 

 
 投資構成の実務例 

100 億ルピアの投資計画は、以下のような適格コンポーネントで構成される： 

・機械・設備 

・その他の資本財 

・運転資金（modal kerja） 

 

実務適用ポイント 

• 会社資本（PMA）：払込資本金 25 億ルピア以上（会社単位・一回限り）。PB 申請時に 12 か月保持の

自己宣誓が必要。 

• プロジェクト最低投資額：各プロジェクト所在地（lokasi proyek）ごとに、必要な 100 億ルピア枠数

を判定。 

• 原則：KBLI5 桁 × lokasi proyek 

• 卸売／建設：KBLI4 桁 × lokasi proyek 

• 飲食：KBLI2 桁 × kabupaten/kota（= 1 titik lokasi） 

• 単一生産ライン：ライン単位で 100 億ルピア 1 枠（製品が複数 KBLI にまたがる場合でも同一ラインで

あれば 1 枠） 

• 資金調達の構成：規則では金額の閾値は定められているが、資金源の内訳（資本／負債）は指定され

ていない。実務上は自己資本と借入の組合せも可能だが、適格コンポーネントによる充足と合法資金

であることが前提となる。 

 

スコープの具体例（KBLI コードは記載省略） 

• 同一 KBLI4 桁の卸売活動がひとつの所在地（lokasi proyek）内に複数ある→ 100 億ルピア 1 枠（卸売

の特則） 

• 同一の kabupaten/kota 内で同一 KBLI2 桁の飲食活動が複数ある → 100 億ルピア 1 枠（飲食の特則） 

• 単一の生産ラインで複数製品（複数 KBLI5 桁）を製造する → 当該ラインで 100 億ルピア 1 枠 
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• 特則対象外の異なる活動が 1 つの所在地（lokasi proyek）に 3 つある → 原則により 100 億ルピア×3

枠（＝合計 300 億ルピア） 

要件の区別が重要：会社レベルの 25 億ルピアは一回限り、プロジェクトレベルの 100 億ルピアは上記ルール

に従い所在地ごとに判定される。両要件の充足が必要である。 

 

申請・運用チェックリスト（監査対応） 

1. 定款・資本：払込資本金 25 億ルピア以上、銀行証憑の保管、PB 申請時の自己宣誓（12 か月保持） 

2. プロジェクト定義：所在地（lokasi proyek）ごとに活動を整理し、原則／特則を適用して必要な 100 億

ルピア枠を確定 

3. OSS 投資計画：機械・設備／その他資本財／運転資金（modal kerja）等の適格コンポーネントに配分。

土地・建物は明示許容の場合のみ計上。見積・契約・請求書類の整備 

4. OSS 手続き：NIB および該当する事業許可（PB 等）を取得（NIB 発給での事前資金監査は不要。資本保

持は PB 申請時の自己宣誓と制裁で担保） 

5. 監督・報告：記録の整備、LKPM の期限内提出 

 

 

境界スコープに関する注意事項 

• EV 充電（SPKLU）：最低投資額の詳細は本規則の対象外であり、ESDM 規則に準拠。 

• KEK（特別経済区）内プロジェクト：最低投資額は関連する大統領規則（事業分野表）に従う場合が

あり、100 億ルピアの原則とは異なる可能性あり。 

 

 

まとめ 

• 会社レベル：PMA 資本 25 億ルピア以上。PB 申請時の自己宣誓により 12 か月保持、違反時は行政制

裁。 

• プロジェクトレベル：（土地・建物除外）100 億ルピア超を KBLI5 桁 × lokasi proyek で判定。 

以下の例外あり； 

o 卸売：4 桁 × lokasi proyek 

o 建設：4 桁 × lokasi proyek 

o 飲食：2 桁 × kabupaten/kota（= 1 titik lokasi） 

o 単一生産ライン：当該ラインにつき 100 億 1 枠 

• 土地・建物の計上：既定の類型（不動産、宿泊、農業、プランテーション、畜産、水産養殖）に限定さ

れる。 

• NIB 発給：事前資金監査の規定はなく、PB 段階の自己宣誓と行政制裁により資本保持を担保。 
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「フェアコンサルティング インドネシア ニュースレター」本文の内容の無断での転載、再配信、掲示板の掲載等はお断りいたします。 

「フェアコンサルティング インドネシア ニュースレター」で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。 

フェアコンサルティンググループでは、できる限り正確な情報の提供を心掛けておりますが、「フェアコンサルティング インドネシアニュースレター」で

提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、フェアコンサルティンググループ及び執筆者は一切の責任を負いかねま

すので、ご了承ください。 

お問い合わせ先 

フェアコンサルティンググループ 

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号ハービス  

大阪 オフィスタワー12F  

（本社）  

WEB：https://www.faircongrp.com/ 

Tel:06-6451-9201 | Fax:06-6451-9203 

e-mail: grm@faircongrp.com  

 

PT FAIR CONSULTING INDONESIA 

16th Floor MidPlaza 1 Jl. Jend Sudirman Kav 10-11 Jakarta 10220 Indonesia  

（インドネシアオフィス） 

Tel：+62-21-570-6215 | Fax：+62-21-570-6217 

Pahala Alex Lumbantoruan (Chartered Accountant)  

e-mail：alexandra@faircongrp.com 
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